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平 成 24年 8月 29 日

厚 生 労 働 省 医薬 食 品 局 長

都道府県知事

政 令 市 長

特 別 区 長

地方厚生局長

殿

東 日本 大 震 災 の被 害 者 の食 品衛 生 法 第 五 十 二条 第- 項 の許 可等 に

つ いて の権 利利 益 に係 る満 了 日の延 長 に 関す る政 令 の一部 を改正

す る政令 (薬 事 法 令 関係 ) の施 行 につ い て

現在 ､東 日本 大震 災 の被 害者 の特 定権 利利 益 (特 定非 常災 害 の被

害者 の権利 利益 の保 全等 を図 るための特別 措 置 に関す る法 律 (平成

8年 法律 第 85号｡以下 ｢法｣とい う｡)第 3条 第 1項 に規 定す る特

定権利利 益 をい う｡ 以 下 同 じ｡) につ いては ､東 日本 大震 災 の被 害

者 の食 品衛 生 法 第 五 十 二条 第 - 項 の許 可等 に つ いて の権利 利 益 に

係 る満 了 日の延 長 に関す る政令 (平成 23年 政令 第 274号｡以 下｢令｣

とい う｡) に基づ き､平成 24年 8月 31日を限度 と して､ 当該 特 定

権 利利 益 に係 る満 了 日を延 長 す る措 置 が講 じ られ て い る と ころで

あ る｡

今 般 ､薬 事蔭 (昭和 35年 法律 第 145号) 第 4条 第 1項 の薬局 の

開設 の許 可 等 の一 定 の事項 につ い ては ､令 にお け る延 長期 日の翌 日

以 降 にお い て も満 了 日の延 長 の措 置 を特 に継 続 して 実施 す る必 要

が あ るこ とか ら､東 日本 大 震 災 の被 害者 の食 品衛 生 法第五十 二条第

一 項 の許 可等 に つ い て の権 利 利 益 に係 る満 了 日の延 長 に 関す る政

令 の一部 を改正 す る政令 (平成 24年 政 令第 217号｡ 以下 ｢改



令 ｣ とい う｡別添参照｡) を制 定 して令 を改正 し､その期 日を平成

25年 2月 28日まで延長す ることとした｡

これ に伴 う薬 事に関す る法令 の運用 における留意 点等 は下記 の

とお りであるので､御 了知の上 ､その実施 に遺漏 なきを期 され たい｡

第 1 再度満了 日の延長 を行 った行政 上の権利利益

薬事に関す る行政上 の権利利益 の うち､改正政令 によ り再度満 了

日の延長 を行 った もの は次の とお りであること｡

1 毒物及び劇物取締 法 (昭和 25年法律第 303号)関係

○ 毒物又 は劇物の製造業若 しくは輸入業又 は販売業の登録 (第

4条第 1項)

2 麻薬及び向精神薬 取締法 (昭和 28年法律第 14号)関係

○ 向精神薬輸入業者 ､向精神 薬輸出業者 ､向精神薬製造製剤業

者 ､向精神薬使用業者 ､向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業

者 の免許 (第 50条第 1項)

3 薬事法 (昭和 35年法律第 145号) 関係

○ 薬局の開設 の許 可 (第 4粂第 1項)

○ 医薬 品､医薬部外 品､化粧 品又 は医療機器 の製造販売業の許

可 (第 12条第 1項)

○ 医薬 品､医薬部 外品､化粧 品又 は医療機器 の製 造業 の許 可

(第 13条第 1項)

○ 医薬 品の販売業 の許可 (第 24条第 1項)

○ 高度管理 医療機 器又 は特定保 守管理 医療機器 の販 売業又 は

賃貸 業の許可 (第 39粂第 1項)

○ 医療機器 の修理業 の許 可 (第 40条の 2第 1項)

第 2 留意事項

1 今般 の改正政令の制 定によ り､満 了 日の再延長 を行 った行政上

の権利利益は､令に よ り､満 了 日の延長の措置 を行 った行政上の

権利利益 の うち､平成 24年 8月 31日の翌 日以後 において も特に

継続 して実施 す る必 要があ る と認 め られ るものに限 られ てい る

ことo



2 平成 24年 8月 31日の翌 日以降 にお いて ､東 日本大震 災の被 害

者 が改 正政 令 に基 づ く特 定権利 利 益 に係 る満 了 日の延 長 措 置 を

受 け るた めには､当該者 に対 し､その時定権利利益 について保 全

又 は回復 を必 要 とす る理 由 を記載 した書面 (以 下 ｢申請 書｣とい

う｡) に よる満 了 日の延 長 の 申 し出 を行わせ る必要 があ るこ と｡

なお ､申請書 につ いては ､保有す る権利 利益 ､特定非 常災害の

被 害者 であ る旨等 必要 な事項が記載 され ていれ ば､様式 は問 わな

い こと｡

また ､申請 書の記載事項 については､必要 な事項 が簡潔 に記載

され て いれ ば適 当な もの と して受理す る こ と と して差 し支 えな

い こ と｡

3 改正政令 に基づ く特 定権利利益 に係 る満 了 日の延長措 置 は､法

第 3条第 4項 に基づ く特別 措置 であ るので､東 日本大京 災の発生

前 と同様 に､薬 事 に関す る法令 によ り許 可等 の更新 を行 うこ との

で き る者 につ いては､改正政令 に基づ く延長 の措 置 を とる こ とと

はせず ､薬 事 に関す る法令 によ り許 可等 の更新 を行 うこ と｡
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